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＜ごあいさつ＞ 

毎日暑い日が続きますので、熱中症はもちろん、夏

バテ、夏風邪や体調管理に気を付けて、夏を乗り切り

ましょう。皆様くれぐれもお体ご自愛下さい。 

 

＜住宅ローン控除制度の改正について＞ 

（１）令和４年度改正のポイント 

①令和６年１月以降に建築確認を受けた新築住宅

について住宅ローン減税を受けるには省エネ基準

に適合する必要があります 

②省エネ性能に応じて住宅ローン減税の借入限度

額が異なります 

③住宅ローン減税の申請には省エネ基準以上適合

の「証明書」が必要になります 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参照：国土交通省ホームページ） 

 

（２）令和６年度改正のポイント 

①子育て世帯（18 歳以下の子を有する世帯）及び

若者夫婦世帯（夫婦のいずれかが 39 歳以下の世帯）

に対する住宅ローン控除の借入限度額について、子

育て支援の観点からの上乗せを行います 

②令和６年限りの措置です 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参照：財務省ホームページ）  

＜８月・９月の税金・労務関係＞ 

① ６月決算の確定申告・１２月決算の中間申告 

② 個人事業税の納付…8 月末日 

③ 個人事業者の消費税等の中間申告…8 月末日 

④ 個人市県民税の納付（第２期分）…8 月末日 

⑤ 社会保険の標準報酬決定通知…８月頃 

 

＜お知らせ＞ 

今月は塩パンサンドのお店２ｎｄ（セカンド）さんの

ご紹介です。注文を受けてから作るので出来立てが食

べられます。インスタイベント 

も定期的に開催されています。 

興味があれば 

是非↓↓ 

下関市勝谷 

819-1 

TEL：083-249-5189 

＜若松家の出来事＞ 

現在、長男（小６）、次男（小５）、長女（小２）、三

男（年中）の父親として育児に奮闘しております。 

先月は毎年恒例の家族写真を撮りに行ってきました。

子供達の成長を再確認できる良い機会で、今年で 10

年目になります。今後も諸先輩方には色々とご指導頂

ければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 最後までお読みいただきありがとうございます。 

ご質問等ございましたら、 

電話・メール・ＦＡＸにて 

お気軽にご連絡下さい。 

若松大介税理士事務所 

下関市山の田中央町 4-17 

電 話：083-242-1448 

ＦＡＸ：083-242-1449 

E-mail： info@wakamatsu-office.com 

 ＨＰ：www.wakamatsu-office.com 


